
みんなで築く　安心・安全なまち 

 

自治会に入りましょう 

いざというとき、あなたの周りに助け合える人はいますか 

自治会は、自分たちの住む地域を明るく住みやすいまちにするために、会員相互が協力し、コ

ミュニティ、防災、防犯、交通安全、環境美化などの活動を行う組織です。 

函南町では、自治会と連携してまちづくりを進めています。より効果的な活動を行うために

は、皆さんのご協力が必要となります。是非、自治会（区・隣組）への加入をお願いします。 
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自　治　会（区）

隣組 隣組 隣組

住民 住民 住民

お住まいの地区の自治会、または自治

会長（区長）の連絡先がわからない方

は、企画財政課までお問い合わせくだ

さい。 

055-979-8101 電話番号

055-979-8148 FAX 番号

E-mail kikaku@town.kannami.shizuoka.jp

町内自治会（区）名一覧

自治会（区）に加入すると、自治会費（区費）などを納めていただくことにな

ります。このお金は、コミュニティ、防災、防犯、交通安全、環境美化、地域

福祉などの地域のための活動に利用されています。詳細は、お住まいの自治会

（区）にお問い合わせください。自治会費の金額は地域によって異なります。

函南町区長会（事務局：企画財政課内） 

〒419-0192 函南町平井 717 番地の 13　電話 055-979-8101　FAX055-979-8148
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災害に
備える

・防災訓練 
・災害時の助け合い

防災組織と連携し、地域の安全

確保に努めています。 
災害時は助け合います。

地域
コミュニティ

・お祭り 
・各種季節のイベント

地域の親睦を深め

るため、各種催し物

を行っています。

安心・安全を
守る
・パトロール、防犯灯 
・交通安全

安全・安心して暮らせるために、

交通事故防止運動などを行って

います。

生活情報の
提供

・広報かんなみ 
・区や町からのお知らせ

回覧板などを通じて生活に必要

な情報をお届けします。

きれいな
まちをつくる

・ごみ置場の管理 
・地域内の清掃活動

快適に暮らすため

に清掃活動などを

行います。

地域福祉
健康づくり

・健康講座 
・居場所づくり

子どもからお年寄りまで、地域

の皆さんが支え合って暮らせる

活動を行います。

自治会が行っている活動の一部を紹介します。

他の地域から引っ越してきたり、平日共働きで忙しく家に不在で、近所でも知らな

い人ばかり・・・。そんな人たちこそ自治会に入るメリットが大きいです。 

地域の必要なお知らせが「回覧板」で回ってきたり、地域のイベントで近所の人と

顔を合わす機会が増えたり、いざという災害時でも地域で助け合うことができます。 

※自治会の活動は、地域によって異なります。

※自治会（区）、隣組への加入は任意となります。活動内容や運営方法は、自治会（区）によって異なります。

自治会（区）と行政区の違い

・自治会（区）は、地域住民が協力し

合い、住みよい地域社会をつくるこ

とを目的とした任意の団体です。 

・行政区は、市町村が行政事務を円滑

に進めるために設定する区画です。 

・転入・転居された方に、自治会（区・

隣組）の加入について自治会長（区長）

様へ相談するよう伝えています。 
・相談があった際には、ご対応をお願い 

します。

自治会長（区長）の皆さんへ

自治会（区）、隣組とは・・・

安全に快適に暮らすための、身近な地域の集まりです。 
あなたにできることから、地域とのつながりをもってみませんか？ 

 


